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確定申告のお知らせ

※国民年金保険料は、白河年金事務所で納付額の証明を受け
　ることができます。問白河年金事務所☎�4161

◦期間　２月18日㈪～３月15日㈮
　　　　（土・日・祝日を除く）
◦時間　午前９時～午後４時
◦会場　市産業プラザ人材育成センター２階（中田）
※白河税務署内には、開設期間前から終了まで申告
　会場を設置していませんので、ご注意ください。
　また、会場は大変混雑し申告書作成に１時間以上
　かかる場合があります。余裕をもって午後３時前
　にご来場ください。

◦インターネット確定申告
　平成31年１月からe-Tax（電子申告）の利用手続き
が便利になりました。国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」では、税務署で発行したIDと
パスワードのみで電子申告ができ、スマートフォンで
も申告書の作成ができるようになりました。
　IDとパスワードは、本人確認書類を持参のうえ、税
務署の総合窓口にて発行します。便利になったe-Tax
での電子申告をご利用ください。

問白河税務署☎�7111（代表）

▶共通 ▶収入関係

▶控除関係
□生命保険料（一般生命・個人年金・介護医療）、地震
　保険料の控除証明書

□平成30年中に納めた国民健康保険税、介護保険料、
　後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、任意継続
　保険料納付の領収書など

□平成30年中の収入や必要
　経費をまとめた帳簿など
　（個人で事業・農業・不動産
　収入などがある方）

□本人の口座が分かるもの（通帳・キャッシュカードなど）　　□印鑑
□本人確認書類　

例① 例②

個人番号(マイナンバー )
カード

個人番号(マイナンバー )通知カード＋
運転免許証などの身元確認書類

申告に必要なもの ⇒▶共通、▶収入関係、▶控除関係から該当するものを確認しましょう。

□障がい者手帳・療育手帳など

□平成30年分の源泉徴収票
　（給与・年金収入の方）

□上記以外の収入がある方は
　支払い額が分かるもの

または ＋

平成30年分
　　税の申告

問本庁舎税務課　内2127・2128・2129
　各庁舎地域振興課
　表郷☎�2111　大信☎�2113　東☎�2112

期 間

（土・日・祝日を除く）

会 場

時 間 午前の部　午前９時～11時30分
午後の部　午後１時～４時30分

白河地域　本庁舎５階正庁
表郷地域　表郷庁舎２階大会議室
大信地域　大信農村環境改善センター
東地域　東農業技術センター

　市役所で申告が必要と思われる方には、１月下旬に
案内を送付しています。なお、指定された日時に来庁
できない場合や、案内が届かない方でも申告が必要な
場合は、期間中の都合の良い日にお越しください。

平成31年１月１日現在、白河市に住民登録
がありましたか？

スタート申告が必要な方

⇒フローチャートを参考に
　確認しましょう。

平成31年１月１日現在、住民登録が
あった市区町村へ確認してください

平成30年中にどんな収入がありましたか？

非課税収入のみ（遺族年金・障がい
年金・失業給付金など）

農業、営業、不動産、雑・一時所得
などがある（青色申告を除く）

収入なし 主に年金収入 主に給与収入
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①市・県民税（住民税）の申告、所得税の確定申告は不要です。
②市・県民税（住民税）の申告が必要です。所得税の確定申告
　は不要です。
※給与・年金から所得税が引かれ、還付になる場合は、所得税
　の確定申告が必要です。
③所得税の確定申告が必要です。

申告をしないと…
▷所得課税証明書・非課税証明書が交付できません。
▷国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減判定
　が受けられません。
▷介護保険料が正しく算定されません。　など

□医療費控除の明細書
　▷医療を受けた方を病院・薬局ごとに集計のうえ、
　　記入してください。なお、医療費控除またはセル
　　フメディケーション税制の適用を受ける場合は、
　　医療費などの領収書は５年間保存が必要です。 □寄附金の領収書

白河税務署では申告書作成会場を開設します

※申告書にマイナンバーの記載と、本人確認書類の提示が必要です。

平成30年分から配偶者控除および配偶者特別控除が改正されました
　ポイント１
　控除を受ける方の合計所得金額で配偶者控除額が
変わります。

　ポイント２
　配偶者特別控除の対象になる配偶者の合計所得金
額が拡大しました。

控除を受ける方の合計所得が900万円（年収
1,120万円）以下の場合

配偶者の合計所得額
改正前 　38万円超 76万円未満
改正後 　38万円超 123万円以下

※配偶者の合計所得が38万円以下（給与収入のみ
　の場合103万円以下）である場合に限る。

控除額
38万円

配偶者の所得
（配偶者の年収）

38万円
（103万円）

76万円
（141万円）

85万円
（150万円）

123万円
（201万6千円）
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※控除を受ける方の合計所得によって、各控除額は変わります。

① ② ② ② ②①① ③ ③③※ ※

②はい

いいえ

　市に課税情報がないと不都合が生じ
ます。案内が届かない場合でも（収入
が無いなど）申告をしましょう。

注意

２ ７ ３ 15月 月日㈭ 日㈮～

フローチャート結果

※ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けている方が確
　定申告を行う場合、寄附金控除もあわせて申告が必要です。

例
控除を受ける方の合計所得 一般控除対象

配偶者
老人控除対象

配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 なし なし

所得税の控除額


